
 

「冷えは万病のもと」といわれるくらい、体が冷えると様々な不調を引き起こしま

す。冬を元気に過ごすためにも、体を温める「温活」を毎日の生活に取り入れて

みましょう。 

日本スポーツ振興センターの手続きについて  

～4月に案内しましたが、再度お知らせいたします～ 

学校管理下における災害で医療を受けたときに、医療費総額が 5,000 円（500 点）以上

（窓口負担額ではありません。）で手続き可能です。 

※公費負担医療制度を利用した場合は、窓口負担額が 0円の場合もありますが医療

点数によっては手続き可能です。 

登下校中や授業中、部活動等で怪我をした場合は、保健室で必要な書類を受け取り、

手続きを行ってください。手続きに必要な専用の申請書類は保健室で渡しています。 

（注意事項） 

・病院に受診した日より２年経過すると、時効となり医療費の請求ができません。 

・申請書類は月毎に必要です。月をまたぐ場合は、その旨を知らせてください。 

・書類を提出する際、氏名・生年月日・傷病名・診療開始日等の確認をしてください。 

・給付が確定すれば、本校事務局より振り込み等についての連絡があります 

 

書類が手元にありましたら保健室まで提出お願いします 
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